
ごみの分別区分と収集体制の一部変更について

松戸市環境部

ごみに関する市民説明会（クリンクルキャラバン）
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ビン類・缶類の出し方

 「資源ごみ」として出せるビン類・缶類は、

飲料・食品用に限ります。

 飲料・食品用以外のビン類・缶類（スプレー

缶、ペンキ缶、一斗缶、薬品類・化粧品のビ

ン等）は「不燃ごみ」として出してください。

その他「不燃ごみ」の出し方など

 ポリ袋に入らない「不燃ごみ」は、そのまま集積所等に

出してください。

 普通自転車は「不燃ごみ」になりますが、電動アシスト

自転車は「粗大ごみ」に変更になります。
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※「不燃ごみ」「資源ごみ（ビン類・缶類）」「有害などのごみ」は、分別ごとに
別々の透明・半透明のポリ袋に入れて出してください。

※剪定枝等の草木類は、「資源ごみ」「不燃ごみ」と同じ曜日に収集します。
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新しい認定袋現在の認定袋

（例）

分別変更前に新しい認定袋を使うことも、分別変更後に現在の認定袋を使うことも可能です 11



令和３年１２月 （仮称）松戸市リサイクルプラザの
正式名称決定

令和４年１月中 「家庭ごみの分け方出し方」全戸配布

「ごみ処理ガイド」新聞折込（予定）

令和４年２月１日 分別区分・収集日の変更スタート

令和４年４月１日 粗大ごみの持ち込み先が
（仮称）松戸市リサイクルプラザに
一元化
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ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」
でも、ごみの収集日や分別方法等
を確認できるよ！

iPhone Android
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引き続きごみの分別と減量にご協力ください

 「リサイクルするプラスチック」や、「資源ごみ」の“雑がみ”の適切な分別を行う。

※雑がみ・・・新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック以外のリサイクルできる雑多な紙。

※雑がみを紙袋で出す場合、紙袋には“ざつがみ”と書き、ひもで縛るかテープ等で一か所のみを止めてください。

 消費期限切れや食べ残し、食品の買いすぎ等による「食品ロス」を減らす。

 生ごみの水切りを徹底する。

その他 松戸市からのお願い

 「リチウムイオン電池が取り外せない電子機器」は「不燃ごみ」の日に

出してください。

※取り外し可能な小型充電式電池、ボタン電池等はお近くの協力店へ。

 「リサイクルするプラスチック」のごみ袋は二重にしないでください。

 庭や空き地などでごみや草木を燃やす「野焼き」は、法令で定められた

場合を除いて禁止されています。
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